
～～   「「 大大規規模模施施設設のの雨雨 水水 流流 出出 抑抑 制制 」」 のの概概 要要   ～～   

（令和７年４月改定）  

 

１ はじめに 

近年、都市化による舗装面の増加により雨水が地中に浸透しにくくなって

いることや局地的な集中豪雨（いわゆるゲリラ豪雨）の頻発により、全国的

に多くの浸水被害が報告されています。 

札幌市では、下水道の管路施設やポンプ施設などの整備により雨水対策を

進めておりますが、雨に強いまちづくりを目指すため、流出量が多い大規模

な施設については、「札幌市雨水流出抑制に関する指導要綱」に基づき、雨水

流出抑制の対策をお願いいたします。 

 

２ 制度の概要 

札幌市内において 3,000 ㎡以上の土地で土地の半分以上が屋根や舗装に覆

われる施設を設置する場合には、周辺地域に対して浸水の危険性を助長しな

いように、雨水流出抑制施設（浸透施設や貯留施設）の設置により雨水の流

出量を一定の水準まで抑制していただく制度です。 

制度の内容については、以下のホームページで確認することができます。 

◎http://www.city.sapporo.jp/gesui/01yakuwari/03_genkyo04-2.html 

 

３ 対象施設 

以下の(1)～(3)をすべて満たす施設の設置（増築や改築を含む。）をしよう

とする場合、雨水流出抑制に関する協議を行っていただく必要があります。 

 

（１）  公共下水道に雨水を排除する施設  

（２）  ３，０００㎡以上の土地に設置される施設 

（３）  土地の半分以上が屋根や舗装等におおわれる施設  

※ 平成 23 年 4 月 1 日より新たに設計に着手する施設より適用  

 

(1) 対象となる土地の区域 

・  対象となる土地の区域は、施設の設置者（建築主等）が一体的に利用する

土地のうち、雨水を公共下水道に排除する土地の区域とします。 

・  下水道に雨水を排除しない土地の区域は含みません。 

(2) 増築や改築の場合  

・  増築や改築の場合、施設全体の土地の面積が 3,000 ㎡以上で、かつその全

体の土地の半分以上が屋根や舗装等に覆われる場合は、対象施設となりま

す。 

・  ただし、必要対策量はその増改築に関する土地のみを対象とすることがで

きます。 

http://www.city.sapporo.jp/gesui/01yakuwari/03_genkyo04-2.html


４ 雨水流出抑制の流れ 

 

 

 

(1) 事前協議 

・  対象施設に該当する施設を設置しようとする場合、雨水流出抑制について

施設管理課（札幌市下水道庁舎２階）と事前協議を行ってください。  

・  事前協議の中では、排水先の下水道管、必要対策量（流出抑制量）、対策

手法等について協議させていただきます。 

 

(2) 雨水流出抑制施設の計画 

・  「札幌市雨水流出抑制技術指針」及び事前協議の内容に従って、雨水流出

抑制施設の計画を行ってください。 

➢ 浸透施設の場合：浸透量の計算、浸透施設の設計及び配置計画  

➢ 貯留施設の場合：貯留容量及び許容放流量の計算、貯留施設及び放流

施設の設計 

 

(3) 雨水流出抑制施設計画書の提出＜第１号様式＞ 

・  雨水流出抑制施設の工事着手前に、以下の添付書類と一緒に雨水流出抑制

施設計画書を提出してください。  

➢ 位置図 

➢ 建築物の計画概要図（配置図等）  

➢ 雨水流出抑制施設の計画平面図・構造図  

➢ 雨水流出抑制量に関する計算書  

 

(4) 雨水流出抑制施設の工事及び維持管理  

・  雨水流出抑制施設の設置工事及び維持管理は、当該施設の設置者に行って

いただきます。（助成制度は設けておりません。）  

 

(5) 完了報告書の提出＜第２号様式＞  

・  雨水流出抑制施設の工事完了後に、以下の添付書類と一緒に完了報告書を

提出してください。  

➢ 工事しゅん工図  

➢ 工事記録写真  
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(6) 雨水流出抑制対策実施施設の公表＜様式＞ 

・  雨水流出抑制対策を実施いただき、公表に関し事業主の方の同意を得られ

た施設については、ホームページに以下の項目を掲載させていただきます。 

➢ 事業主 

➢ 施設等名称 

➢ 設置場所 

➢ 設計主 

※  事業主の方の同意を確認するため、雨水流出抑制施設計画書の提出等に併

せて、「雨水流出抑制対策実施施設の公表同意書」を提出してください。  

※  公表は、必要対策量を満たす施設に限ります。  

 

５  雨水流出抑制施設計画書、完了報告書及び雨水流出抑制対策実施施設の公表

同意書の記載方法 

(1) 雨水流出抑制施設計画書 

申請者 

・  申請者の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入してください。  

・  原則、申請者は以下の区分とします。  

➢ 建築物がある場合：建築物の所有者  

➢ 建築物がない場合：土地の所有者  

➢ 公共施設の場合  ：施設管理者 

➢ 開発行為の場合  ：開発事業者 

 

１施設等名称 

・  施設の名称を記入してください。  

 

２設置場所 

・  施設の住所を記入してください。  

 

３対象面積 

・  対象となる土地の面積を記入してください。  

・  増改築等の場合は、実際に雨水流出抑制の対策を行う土地の区域の

面積を記入してください。  

・  下水道へ雨水排除しない土地がある場合には、その土地の面積は含

みません。 

 

４工事期間 

・  雨水流出抑制施設の工事の着手予定日としゅん功予定日を記入して

ください。 

・  未定の場合は、記入時点で想定される工事期間としてください。  

・  浸透施設と貯留施設の両方の工事がある場合は、その両方を含む期

間としてください。  

 

 

 

 



５流出係数 

・  雨水流出抑制の対策前の流出係数を記入してください。  

・  増改築等の場合は、実際に雨水流出抑制の対策を行う土地の区域の

流出係数を記入してください。  

・  流出係数は、以下の式で計算できます。（技術指針 P4 参照） 

➢ ｛（屋根・舗装の面積）×0.9＋（透水性舗装の面積）×0.4＋（間

地の面積）×0.2｝÷土地の面積  

 

６必要対策量 

・  必要対策量（流出抑制量）を記入してください。  

・  増改築等の場合は、実際に雨水流出抑制の対策を行う土地の区域の

必要対策量を記入してください。  

・  必要対策量は、以下の式で計算できます。（技術指針 P4 参照） 

➢ 1/360×(流出係数-0.6)×35(mm/hr) ×土地の面積×3600(s) 

 

７雨水流出抑制施設の規模  

・  「浸透ます」、「浸透トレンチ」、「貯留施設」、「その他の施設」の計

画数量を記入してください。  

・  括弧内は、技術指針により算出される対策量を記入してください。  

➢ 浸透施設の場合：１時間当たりの浸透量  

➢ 貯留施設の場合：貯留施設の貯留容量  

・  透水性舗装については、記載不要です。  

 

８施工者 

・  雨水流出抑制施設の施工者の郵便番号、住所、会社名、担当者名、

電話番号を記入してください。  

・  浸透施設と貯留施設で施工者が異なる場合は、そのすべての施工者

かどちらかの代表となる施工者を記入してください。  

 

◎添付書類 

・  位置図 

➢ 住宅地図など施設の位置が分かる図面としてください。  

・  建築物等の計画概要図  

➢ 配置図など対象の土地の利用状況が分かる図面としてください。  

・  雨水流出抑制施設の計画平面図及び構造図  

➢ 雨水の流入系統が分かる図面としてください。  

・  雨水流出抑制量に関する計算書  

➢ 技術指針の算定事例（P.28～34）を参考としてください。  

 

 

 

 

 

 

 



(2) 完了報告書 

申請者 

１施設等名称 

２施設場所 

３施工者 

・  以上の項目は、雨水流出抑制施設計画書と同じ記入方法とします。  

◎添付書類 

・  工事しゅん功図  

➢ 原則、平面図と構造図とします。雨水流出抑制施設計画書に添付

した構造図に変更がない場合は、構造図は省略することができま

す。 

・  工事しゅん功写真  

➢ 原則、対象区域の全景が分かる写真と１施設に付き１～２枚程度

の写真とします。同じ施設が複数箇所ある場合には、その一部を

省略することができます。また、地中に設置する施設については、

埋め戻し前の施設設置後の写真を添付するようにしてください。 

 

(3) 雨水流出抑制対策実施施設の公表同意書  

申請者 

設置場所 

・  以上の項目は、雨水流出抑制施設計画書と同じ記入方法とします。  

事業主 

・  申請者の記入内容のうち、会社名のみを記入してください。 

施設等名称 

・  雨水流出抑制計画書と同じ記入方法としますが、できる限り仮称や

工事名ではない施設等名称を記入してください。ただし、仮称や工

事名を記入された場合でも、完了報告書において施設等名称を確認

できた場合には、完了報告書に記入された施設等名称を公表いたし

ます。 

設計主 

・  施設の設計者の会社名、郵便番号、住所、担当者名、電話番号を記

入してください。雨水流出抑制施設の設計者が別にいる場合は、併

せて記入してください。  

 

 

 

●お問合せ先 

札幌市下水道河川局事業推進部施設管理課 

住 所 札幌市豊平区豊平６条３丁目２番１号  

電 話 011-818-3421／F A X 011-812-5216 

◎ホームページ：http://www.city.sapporo.jp/gesui/ 

-雨水流出抑制のページ： http://www.city.sapporo.jp/gesui/01yakuwari/03_genkyo04-2.html 

http://www.city.sapporo.jp/gesui/
http://www.city.sapporo.jp/gesui/01yakuwari/03_genkyo04-2.html


（第１号様式）  

雨水流出抑制施設計画書  

（あて先）  

 札 幌 市 長  

 

札幌市雨水流出抑制に関する

指導要綱第５条第２項の規定

により、計画書を提出します。 

 

令和  年  月  日  

申請者  

住 所 〒  

 

氏 名              

電 話  

１施設等名称   

２設置場所      区  

３対象面積   

４工事期間  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日  

５流出係数         

６必要対策量       ㎥  

７ 雨 水 流 出 抑 制 施

設の規模  

（かっこ内は対策量を  

記入する。）  

 

(1) 浸透ます  個  （    ㎥）  

(2) 浸透トレンチ  ｍ  （    ㎥）  

(3) 貯留施設  ㎥  （    ㎥）  

(4) その他（     ）   （    ㎥）  

合 計   （    ㎥）  

８施工者  住 所 〒  

 

名 称  

担当者  

電 話  

※ 受 付 欄  ※ 決 裁 欄  ※ 備 考  

 

主 

管 

課 長  係 長  係   

   

合 

議 

   

注１）添付書類：位置図、建築物等の計画概要図、雨水流出抑制施設の計画平面図及び

構造図、雨水流出抑制量に関する計算書  

注２）※印の欄は、記入しないでください。  



（第２号様式）  

完 了 報 告 書  

（あて先）  

 札 幌 市 長  

 

 

 

 

令和  年  月  日  

申請者  

住 所 〒  

 

氏 名              

電 話  

 

 

雨水流出抑制施設の工事が完了いたしましたので、札幌市雨水流出抑制  

 

に関する指導要綱第６条の規定により、完了報告書を提出します。  

 

１施設等名称   

２設置場所      区  

３施工者  

住 所 〒  

 

名 称  

担当者  

電 話  

※ 受 付 欄  ※ 決 裁 欄  ※ 備 考  

 

主 

管 

課 長  係 長  係   

   

合 

議 

   

注１）添付書類：工事しゅん功図、工事しゅん功写真  

注２）※印の欄は、記入しないでください。  



様式  

 

雨水流出抑制対策実施施設の公表同意書 

 

    令和  年  月  日  

 

（あて先）札幌市長  

 

申請者                   

住 所  〒                

 

氏 名                  

電 話                   

 

 

 

雨水流出抑制対策を実施した施設に関し、以下の項目を公表することに同意し

ます。  

 

□  事 業 主   

□  施設等名称   

□  設 置 場 所      区  

□  設 計 主  名 称  

住 所 〒  

  

担当者  

電 話  

※公表は名称のみとなります。  

注１）□には、公表に同意される項目にレ印を記入してください。  

注２）公表は、必要対策量を満たす施設に限ります。  

公表時期は、完了報告書の受理後になります。  

公表期間は、概ね３年間です。  

注３）施設等名称には、できる限り仮称や工事名ではない施設等名称を記入してくださ

い。ただし、仮称や工事名を記入された場合でも、完了報告書において施設等名

称を確認できた場合には、完了報告書に記入された施設等名称を公表いたします。 


